
【府省等名：デジタル庁】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

・全ての職員が、柔軟に効果的にテレワークが実施できるよう、チャットツールの導入や
文書の共同編集機能の活用、Web会議の積極実施など、非同期での情報連携やオープンな情
報共有が可能となる環境整備を推進した。

・また、背景の異なる多様な職員間でも、円滑にかつ開かれたやり取りができるよう、デ
ジタル庁のミッション・ビジョン・バリュー（MVV）に基づいたコミュニケーションポリ
シーを制定し、意識醸成に取り組んだ。

・さらに、フリーアドレスの導入や、政務、幹部、職員皆が参加するオールハンズミー
ティング（全庁集会）を定期的に開催するなど、柔軟で自由な働き方を支える職場・風土
づくりにも力を入れた。

・令和７年度からは、職員の半数を占める非常勤職員にもフレックスタイム制導入
を行い、職員の希望を考慮したより柔軟な働き方の実現に向けて取り組んでいく。

調
査

・GSS勤怠アプリを活用し、全ての職員の勤務実態を把握するとともに、超勤縮減に向けた
管理体制強化に取り組んできた。令和５年度より政務、幹部への月次勤怠報告を実施し、
庁内の勤務状況の可視化に努めるとともに、ノー残業デー（毎週水・金曜日）を定め、庁
内チャットでの職員への呼び掛けを行い、超勤縮減に対する意識醸成を図った。

・令和６年度からは、幹部も含めた全ての職員に対し、週次での勤怠登録を徹底し、超過
勤務傾向にある職員を早期に特定するとともに、自動で上長へアラート出しを行う仕組み
を実装。当月内での超勤縮減、業務見直しなどが可能となっている。

・また、令和６年度から、デジタル監×デジタル審議官×グループ統括官×人事の月次勤
怠報告を定例化し、各グループごとに超過勤務状況の共有・分析・対策を協議する場を設
けることで、超勤縮減に対する幹部のコミットメント向上につなげた。超過勤務が恒常化
している職員については、a- 成果不明にも関わらず超過勤務傾向にある職員、b- 明らか
な業務繁忙により超過勤務傾向になっている職員を分類し、aについては確実に超過勤務の
改善に努めるように対策を講じている。

・これらの超過勤務縮減の取組に当たっては、勤怠アプリに登録された情報をリアルタイ
ムに近い形（週次）でダッシュボードで可視化し、総括参事官や人事等がアラート職員を
確認することができるようにツールの開発と活用も推進している。

・全ての職員の勤務実態の把握については取組開始の令和６年10月以降、全職員の
96％以上の登録率を確認。約1,200名の職員が勤務実態を正確に登録し、組織として
勤務実態を把握し当月内での超勤アラートの自動発出、その結果を踏まえた業務の
平準化を進めることでデジタル庁が独自で設けている超過勤務時間基準である３か
月240時間超の者については令和７年１月以降４月まで断続的に減少。

・各グループの幹部から、毎月グループの超過勤務職員の状況共有とその対策につ
いての議論の場があることの重要性と感謝についての言及があり、確実に幹部の超
過勤務縮減に対する意識向上を確認。

・令和７年度以降も、これまでの取組を継続し、超過勤務時間の組織的なモニタリ
ングと縮減に向けた高い意識がデジタル庁の文化となるように７月の大規模異動後
も本取組を幹部と共に推進していく。

本省

地方支分部局等
（時期、範囲等）

【マネジメント改革に関する取組】
・デジタル庁では1on1制度を導入している。四半期ごとの上長と部下による定期的な面談
を実施することにより、部下の疑問解消・フィードバックの機会を担保し、職員のコンデ
ションケア・成長支援及び組織全体のパフォーマンス向上に繋げる取組を行っている。ま
た、1on1でコンディション不調が見られた場合には上長から人事へ共有され、人事当局が
必要に応じて個別対応を行っている。

・令和６年度には1on1面談におけるコミュニケーションの向上に向けて、幹部・管理職向
けの1on1研修を実施した。

・新規着任した幹部・管理職に対して、「幹部向けオンボーディング」を実施している。
当庁における幹部・管理職に求められる役割やコミュニケーション上の留意点について、
当庁幹部から講義を行っている。

・また、非管理職についても役職段階別研修の一環で参事官補佐研修にて、マネジメント
の基本や部下育成力といったテーマの研修を実施している。

【マネジメント改革に関する取組】
・デジタル庁全体での1on1の実施率は、令和５年度第４四半期においては約５割で
あったが、人事当局からの呼びかけ等により令和６年度第４四半期には９割以上ま
で大幅に改善した。

・令和７年度においても1on1の全職員実施に向けて取り組むとともに、マネジメン
ト能力のさらなる向上に向けた各種の研修の企画を検討していく。

【キャリア形成に関する取組】
・デジタル庁採用職員（プロパー採用者）に対しては、テック・リーガル・政策デザイ
ン・組織設計という４つのキャリアコースを示しており、人事異動上の参考材料とすると
ともに職員本人の自律的なキャリア形成を促すための判断軸として用いている。また、前
述のとおり全職員に対して実施している上長との1on1ミーティングにおいても適切な
フィードバックによって成長支援を促せるよう人事当局から庁内に周知している。

・「基本情報技術者試験（FE）」や「応用情報技術者試験（AP）」といった資格取得に向
けた対策講座の実施や受験料に関するバウチャー発行といった支援を毎四半期ごとに実施
している。

・あらゆる立場を超えて、全職員を対象としたトップとの双方向コミュニケーションを行
う場「オールハンズミーティング」を月次で実施し、幹部の考えや組織の方向性を職員に
直接伝えることで、業務の意義や共通目標への理解を深めている。加えて、MVVを体現する
個人やプロジェクトを職員同士で推薦・称賛する「MVVアワード」を毎年開催。信頼と協働
の文化を育み、行動のロールモデルを可視化することで、職員のやりがいや成長実感の醸
成につなげている。また、それまでの働き方、コミュニケーションの仕方など個々の職員
のギャップ解消に向けたコミュニケーションポリシーを策定しており、有機的にチーム間
が連携し、パフォーマンスを上げる上でも常にコミュニケーションを取り続けられる職場
を目指している。

【キャリア形成に関する取組】
・令和７年度以降も職員のキャリア形成支援に関して、キャリアパスの具体化や研
修等の施策を検討していく。

・令和７年度以降も、職員のやりがいや成長実感を醸成できるようなインナーコ
ミュニケーションの施策を検討していく。

テレワーク実施状況

令和６年11月（テレワーク月間）にテレワークを実施した本省職員の割合は約77％
（うち、概ね週１回以上テレワークを実施した本省職員の割合は約57％）

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

１－２．柔軟な働き方の推進

１－１．業務見直し・デジタル化の推
進

○テレワークの効果的活用等を通じた国会対応の合理化
・総務国会担当においてテレワークや早出・遅出勤務を実施した。

・以下に記載のとおり、国会答弁作成の全てのプロセスをグループウェア上で行うことに
より、物理的に登庁することが必須な場合を除き、庁内における答弁作成等の国会関係業
務については、テレワークによる対応を可能とした。

○国会答弁作成等のプロセスの効率化
・庁内における担当チームの調整、答弁案の確認、資料の同時編集等について、メールを
使用せず、全てのプロセスをグループウェア上で行った。

○庁内DX
・内定後の採用プロセスに係る​事務業務の改善のため、令和６年度にRPAを導入し、表計算
ソフトや文書作成ソフトへの転記作業を廃し、業務の自動化を支援した。

・令和６年10月から全職員の勤務実態登録の取組を開始し、勤怠アプリに登録された超過
勤務時間情報をリアルタイムに近い形（週次）で可視化するダッシュボードを導入。従来
は、勤怠管理担当者が手作業で集計・報告資料の作成・印刷・原因分析等を行っており、
幹部への月次勤怠報告に多大な負荷がかかっていたが、この仕組みにより業務の自動化を
実現した。

○研修及び勉強会の実施
・民間出身者が行政組織で勤務する中で業務知識を身に付けられるよう、行政実務スキル
研修を実施している。国会・会計・法令といった国家公務員として勤務する上で必要な基
礎知識について、現場担当者の講義を中心にした研修を実施している。また、AIやセキュ
リティ等の最新情報を学ぶことのできる自主勉強会が庁内で広く企画・実施されるととも
に、アーカイブの整理等も人事当局にて支援している。

○テレワークの効果的活用等を通じた国会対応の合理化
・総務国会担当職員の負担を軽減し、法案審議などの最繁忙期を円滑に対応した。

・答弁作成のための庁内協議から対面プロセスを排除することにより、効果的なテ
レワーク活用の実現に寄与した。

○国会答弁作成などのプロセスの効率化
・答弁案作成開始段階から答弁確認者がその作成プロセスに参加することによる、
答弁の方向性の早期確定を可能とし、答弁作成に要する時間の縮減に繋げた。

・答弁案はもとより、答弁案作成のための会話履歴や国会開催情報といった関係情
報をグループウェアにまとめることで、認識相違の回避や情報捜索負担の削減に寄
与した。

○庁内DX
・令和６年度に実施した、内定後の採用プロセスに係る​事務作業の効率化により、
従来比で42％の工数削減を実現し、作業ミス等の減少による作業者の心理的な負担
も軽減された。

・超過勤務時間情報のダッシュボード化により、月次勤怠報告に要していた作業は
約90％削減され、大幅な業務効率化を達成。また、超勤理由の可視化と分析の高度
化も進み、データに基づく改善施策の検討が可能となった。今後は、他業務に関し
ても積極的に効率化推進を試みる。

○研修及び勉強会の実施
・行政実務スキル研修については令和７年度も引き続き実施するとともに、コンテ
ンツの追加を検討していく。

○AI利活用
・今後、AIによる文章の要約や翻訳、文書案の作成といった行政事務におけるAIの
利活用を推進することで、職員の業務効率化・業務負担の軽減を促していく。

２．超過勤務時間の縮減

調
査

勤務時間管理
のシステム化
の状況

導入済み又は令和７年度までに導入予定

地方支分部局なし

３．マネジメント改革



【府省等名：デジタル庁】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

・従来より、男性職員の育児参画促進に向けて、フォローアップシート運用に取り組むと
ともに、仕事と生活を両立しながら活躍できる環境づくりとして、柔軟な働き方の推進に
力を入れている（具体的な内容は、１－２．柔軟な働き方の推進に記載の通り）。

・また、年末年始や夏季休暇の時期に職員が一定長期に休暇取得できるよう、庁内の幹部
会議、定例会議の実施を行わないようにするなど、全庁的に休暇取得しやすい風土づく
り、メリハリある働き方の推進を図っている。

・男性職員の育児参画の更なる促進のため、フォローアップシート運用に加え、上
長と職員の1on1実施の中で、上長からも職員に対して、積極的な制度利用の働きか
けを行ってもらう機会を設けていく予定。

・また、両立支援制度利用に当たって「子が生まれた職員」の各種手続きを人事
SaaS上でワークフロー化し、手続面の効率化・円滑化を図るとともに、全ての職員
に対し両立支援制度の周知強化のため、庁内ポータルでの専用ページの開設や、制
度に関する問合せ窓口周知など、環境整備にも取り組んでいく。

・さらに前述のとおり、令和７年度より、職員の半数を占める非常勤職員にもフ
レックスタイム制導入を行い、庁全体として柔軟な働き方を推進していく中で、安
心して仕事と生活の両立を図ることができる職場づくりに取り組む。

数
値

数
値

数
値

数
値

数
値

・採用担当内に女性職員を配置するとともに、各種説明会やイベント等においても女性職
員が１名以上は参加し、女性職員との座談会を開催するなど、女性にとって訴求力のある
採用広報を継続的に実施。

・官庁訪問において女性の訪問者数が増加。令和５年度（令和６年度入庁）及び令
和６年度（令和７年度入庁）の採用実績としても、総合職（院卒者、大卒程度）、
一般職（大卒程度、高卒者）、経験者採用（総合職係長級）における女性の割合は
およそ５割程度となった。

・令和５年度及び令和６年度においては国家公務員採用試験（技術系区分）の採用
者に占める女性の割合が目標とする30.0％に至らなかったこともあり、技術系女性
職員の採用が課題。

・今後も引き続き、採用した女性職員を中心に採用広報等に参画させ、安定的に女
性職員の確保を図る。特に技術系区分に特化した新卒向け業務説明会及び採用広報
媒体においては多くの女性職員に参画させ、より積極的に広報していく。

・デジタル庁のプロパー女性職員については、基本計画に定める政府全体の目標を踏ま
え、積極的に採用したほか、外部機関へ出向させるなど、計画的な育成を進めた。

・デジタル庁は設置から間もないこともあり、他府省庁からの出向者が多いという
特殊事情があることから、登用に当たって計画的に取り組むことが困難な状況では
あるが、出向元の各府省庁等と協議・連携しながら、登用の拡大に努める。

・デジタル庁の設置から間もなく全てのプロパー職員の在籍期間もまだ短いことか
ら、効果や課題の検証を実施することが困難な状況ではあるが、外部機関への出向
など計画的な育成を進める。

・全職員に対する上長との1on1に加え、中途採用を含むプロパー職員に対しては、
人事担当者による1on1の面談を全員と実施。その中で、女性職員については、家庭
の事情などの丁寧な聞き取り等を通じ、中長期のキャリアパスや仕事と家庭との両
立等についての相談機会としても当該面談を活用し、キャリア形成を支援した。

・戦略・組織グループに所属する人事チーム内で、横断的な推進体制を構築している。 ・具体的な成果等は他項目のとおり、今後も継続的にWLB（ワークライフバランス）
推進や女性活躍のための取組を進めていく。

調
査

【時期・対象者の職位】
令和３年・４年にかけて、民間専門人材（民間出身のデジタル領域の非常勤専門職）を対
象に、360度レビューを実施。令和５年度以降は業績評価に一本化

【調査・分析のツール】
デジタル庁のMVVの体現度を図る項目を設定
職員の回答収集は、人事SaaSを利用

【観察結果の対象者へのフィードバック方法】
対象者には上長から口頭で360度レビュー結果を伝達してもらった

【その他備考等（令和６年度に実施した新たな取組等）】
管理職向けの多面観察の導入は検討中

・デジタル庁は統括官制であり、各プロジェクトごとに機動的な職員配置を行って
いるために、複数担務の兼務や、上長/部下が必ずしも１対１対応ではない等、レ
ポートラインの複雑さがあるほか、出向者が多く概ね２年で帰任するなどの組織特
性を踏まえ、管理職向けの多面観察の導入については、実施の目的や狙い、他の評
価プロセス含めた管理職、職員負担など実施に係る工数も鑑みながら導入について
今後慎重に検討していく。

子の出生後１年以内に育児に伴う
休暇・休業を１か月以上取得した
男性職員の割合

現状：72.2％（令和６年３月31日）

４．仕事と育児等の両立支援

男性職員の育児休業取得率

現状：62.5％（令和５年度）

男性職員の「男の産休」（配偶者
出産休暇・育児参加のための休
暇）取得率

目標：100％（５日以上）（令和７年度末）
現状：50％（令和５年度）
目標設定時：61.5％（令和３年度）

６．推進体制・実態把握

多面観察の実施状況

女性の採用目標

【全体】
目標：35％（毎年度）
現状：42.1％（令和７年４月１日）
目標設定時：42.9％（令和４年４月１日）

【総合職】
目標：35％（毎年度）
現状：50.0％（令和７年４月１日）
目標設定時：50.0％（令和４年４月１日）

【技術系区分】
目標：30％（毎年度）
現状：25.0％（令和７年４月１日）
目標設定時：33.3％（令和４年４月１日）

女性の登用目標

【本省課室長相当職】
目標：10％（令和７年度末）
現状：7.7％（令和６年７月）
目標設定時：6.3％（令和４年７月）

【地方機関課長・本省課長補佐級相当職】
目標：17％（令和７年度末）
現状：8.2％（令和６年７月）
目標設定時：8.5％（令和４年７月）

【係長相当職（本省）】
目標：30％（令和７年度末）
現状：19.9％（令和６年７月）
目標設定時：16.3％（令和４年７月）

５－１.女性の採用の拡大

５－２.女性の登用目標達成に向けた計
画的育成



【府省等名：デジタル庁】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

調
査

【時期・対象者】
令和４年度は、年２回（５月・11月頃）、令和５年以降は、年１回（11月頃）に全ての職
員を対象に実施

【調査・分析のツール】
組織サーベイ項目は、デジタル庁独自に設計（エンゲージメント観点、MVV観点）
職員の回答収集は、Microsoft Formsを利用し、庁内で結果分析を行っている

【フィードバック】
組織サーベイ結果は、政務、幹部含めて情報共有するとともに、職員に向けてはオールハ
ンズミーティングで周知し、幹部メッセージとともに発信している

【結果の活用】
組織サーベイ結果から見えた課題について、打ち手を講じている
・令和４年：オールハンズミーティングの実施、オンボーディングの拡充等
・令和５年：職員・業務の可視化（人事SaaS導入、業務アサインメント状況可視化アプリ
開発）等
・令和６年：やめる業務・変える業務、会議効率化の推進、重要担務群体制の改編、所掌
事務事項の明確化等

【その他備考等】
総合的な職員満足度等の結果については、デジタル庁年次報告にて開示も行っている

・令和７年度も同様に組織サーベイを実施し、令和６年度結果と比較し、新たに
行った取組の効果を測る予定。

職場や職員の状況を把握するため
の調査（エンゲージメントサーベ
イ、モチベーションサーベイ等）
の実施状況




